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１ 「第五次長期総合計画」の位置づけ 

○ 市の最上位計画として位置づけられ、様々な個別計画の基本となる考え方を示したもの 

○ 「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つで構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 今回策定する「第五次長期総合計画後期基本計画」は、前期基本計画に続き、後期５

年の市政を総合的かつ計画的に運営するためのもの 

○ 令和８年４月を始期とする５年間の計画 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

本市のまちづくりの基本理念と、目標とする将来都市像を

示し、その達成に向けて必要な施策の基本的方針を定めたも

のです。 

基本構想で示した将来像を具体化するために、分野ごとの

方針や施策などを、総合的・体系的に定めたものです。 

基本計画で示した各施策について、効果的に推進するため

に具体的な年次計画を定めます。原則として、3年分の計画

を社会情勢や財政状況等の変化を踏まえて、毎年ローリング

方式で見直しを行います。 

 

基本計画 

実施計画 

基本構想 

（令和３～１２年度） 

前期（令和３～７年度） 

後期（令和８～１２年度） 

（各３か年計画） 

10 年間 

 

後期基本計画（５年間） 

令
和
３
年
４
月 

前期基本計画（５年間） 

基本構想 

 
令
和 

年
３
月 

13 

実施計画 
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２ 現行の「総合計画」の概要 

○ 現在は「第五次長期総合計画」の「基本構想」と「前期基本計画」に基づいて市政を運営 

 

 

●まちづくりの理念● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来都市像● 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来人口● 

○ 計画策定後１０年間において様々な施策を展開していく上で、最も基本となる

人口フレームを次のように設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第五次長期総合計画」基本構想及び前期基本計画の概要 

１ みんなで学び、考えて行動する、支

えあうまちづくり 
２ 安全・安心で快適に暮らし続けるこ

とができるまちづくり 

３ 地域に根づく文化や産業と自然いか

した個性あるまちづくり 
４ 計画的に進める、持続可能で効率的

なまちづくり 

令和１２年（2030 年） 人口 約７６，０００人 
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●施策の体系● 

 

 

 

 

 

 
●地域コミュニティ ●交流 

 
●健康づくり ●医療・救急  

●社会保障制度 

 
●災害対策 ●消防体制 ●交通安全 

●防犯対策 

 
●情報共有 ●市民参加と協働 

１章 

市民との協働によ
る地域振興 

●学校教育 ●生涯学習 

●スポーツ・レクリエーション 

３章 

安全で快適な 

まちづくり 

４章 

誰もが学び活躍で
きるまちづくり 

 
●地域福祉 ●子ども・子育て支援  

●高齢者福祉 ●障害者福祉 ●生活支援 

 
●人権・平和 ●男女共同参画 

 

第１節 コミュニティ 

 

第２節 パートナーシップ 

 

第１節 健康･医療 

 

第２節 福祉 

 

 

第１節 安心・安全 

 

第２節 教育 

 

第２節 都市基盤 

 

第１節 人権 

「第五次長期総合計画」前期基本計画の構成 

 
●消費生活 ●雇用 

 

第３節 暮らし 

 
●都市づくり ●道路 ●住宅・宅地 

●下水道 ●廃棄物とリサイクル 

２章 

健康で明るく暮ら
せるまちづくり 

 
●農業 ●商・工業 ●観光 

５章 

地域の特色をいかし
た自然と調和する 

まちづくり 

 
●都市景観 ●水と緑のネットワーク 

 

第１節 産業 

 

第２節 景観 

 

第３節 文化 

 
●市民文化 ●伝統文化・文化財 

６章 

計画の推進に向けて 

 

第２節 財政運営 

 

第３節 広域行政 

 

第１節 行政運営 

 
●モノレール推進 ●地域交通 

 

第３節 環境 

 

第３節 地域交通 

●自然環境 ●公園・緑地 

●地球温暖化対策 ●公害対策・環境美化 

第
７
章 

国
土
強
靭
化
計
画 
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３ 「第五次長期総合計画後期基本計画」策定の体制 
 

○策定に当たっては、下図に示す体制によって検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《各会議等の役割》 

：専門部会からの資料等を基に、基本計画の組立て等の部分を主に 

議論し、原案を策定 

 

：ワークショップで出された市民の意見等も参考にしながら、それ 

ぞれの策定分野に応じて専門的事項を調査研究 

 

：策定した検討案については、議会に説明し、意見を伺う。 

 

：市長の諮問を受け、策定委員会や市民ワークショップの資料に基づ 

いて検討し、審議会として答申 

 

：市政の現状及び課題について市民の視点で自由に議論してもらい、 

意見として専門部会等の検討に反映 

 

 

：後期基本計画の原案策定後、広く市民からの意見を求め、反映 

 

 

《長期総合計画策定委員会》 

《専門部会》 

《長期総合計画審議会》 

《議  会》 

議 会 行 政 市民等 

 

《議 会》 

・全員協議会 

 

《市 長》 

答申 

説明 

意見 

《長期総合計画策定委員会》 

・副市長 ・教育長 

・部長職 ・部会の部会長 

（計２２名） 

《専門部会》 

・健康福祉部会 

・教育文化部会 

・都市環境部会 

・国土強靭化部会 

・計画推進部会 

計４７名 

《長期総合計画審議会》 

・識見を有する者 

（２名） 

・行政委員会委員 

（２名） 

・公共的団体等の代表者 

（３名） 

・公募市民 

（３名） 

（計1０名） 

原案 
の 
提示 

報告 

パブリックコメント 

意見 

諮問 

市民ワークショップ 
意見 

市民ワークショップ 

 

パブリックコメント 

報告 設置 


